
鉾田市立幼稚園 新規入園希望のみなさまへ 

鉾田市立幼稚園利用手続きについて   

 

鉾田市立幼稚園への申込から入園までの流れは、以下のとおりとなります。 

 

① 入園申込 

 

ご希望の幼稚園窓口に、以下の書類を提出してください。 

 

 ＜申込者全員＞ 

 ・施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 

 ・令和８年度鉾田市立幼稚園入園応募用紙 

 ・通園バス申込書（希望者のみ） 

 

 ＜申込時に鉾田市に住民登録がなく入園までに市内に転入する方のみ＞ 

 ・現住所の確認できる書類 

（免許証の写し、保険証の写しなど家族全員分） 

 ・確約書 

 

 ＜入園決定について＞ 

公立幼稚園については、令和７・８年度入園児募集の結果、4歳児の入園希

望者が 2年連続して 5人以下の園は、その翌年度より休園となります。 

また、４・５歳児の入園希望者が合わせて 10人以下の園も、その翌年度よ

り休園となります。 

休園決定の際は、保護者に連絡し、他園への変更等について希望を伺います

ので、御了承ください。 

申込人数が定員を超えた場合には、抽選となる場合があります。 

申込人数が定員に満たない場合は、入園内定の扱いとなりますので、②体験

入園に御参加下さい。 

正式な入園許可通知等は２月の入園説明会時に配布します。 

 

（裏面へ続く）  



② 体験入園（１月） 

 

各幼稚園において、新規入園のお子様を対象に体験入園を実施します。 

在園児との交流遊びや面談が行われます。 

 

③ 入園説明会（２月） 

 

各幼稚園において、入園説明会があります。 

入園準備品等の説明や入園許可証等関係書類を配付します。 

 

④ 入園式（４月８日予定） 

 

各幼稚園において、入園式が行われます。 

 

＜施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定について＞ 

平成 27年度に子ども・子育て支援法が施行され、幼稚園や保育所を利用す

る際は、住所地の市町村から、保育の必要性に応じた「認定」を受けることが

必要になりました。 

「認定」の区分は以下の３種類で、幼稚園を利用する場合には「１号」の認定

が必要です。認定申請書を御提出いただいた後、認定証を交付します。 

保育の必要性等に変更がある場合（保育所に変更等）は、認定を変更する手続

きが必要になります。 

 

＜支給認定の種類＞ 

年齢 保育の必要性 支給認定区分 利用時間 利用先 

満３歳以上 教育を希望 
１号認定 

（教育認定） 
教育標準時間 

幼稚園 

認定こども園 

満３歳以上 保育の必要な事由

に該当し、保育所等

での保育を希望 

２号認定 

（保育認定） 保育短時間 

保育標準時間 

保育所（園） 

認定こども園等 
満３歳未満 

３号認定 

（保育認定） 

 

 

※御不明な点につきましては、以下までお問合せください 

鉾田市教育委員会 教育総務課学務係 TEL0291-37-4340 

 


